
  
 
 

中部日本吹奏楽コンクール滋賀県大会 大会規定 

【平成２９年度】 
 
１． コンクールに参加できるのは、中部日本吹奏楽連盟滋賀県支部に加盟している団体に限る。 

 
 

 ２．開催部門は、上位大会につながるコンクール部門（中学校小編成の部、中学校大編成の部、 

高等学校小編成の部、高等学校大編成の部の４部門）と、県独自部門（中学校県独自の部、 
高等学校県独自の部、大学／一般県独自の部、フェスティバルの部の４部門）の計８部門とする。 

 
 
 ３．団体構成メンバーは、学校の団体にあっては同一校に在籍し、一般団体にあってはその団体の正規のメン 
   バーとして登録されているものでなくてはならない。但し、中学校及び高等学校の各県独自の部に限っては、 

同一校種同士の合同バンドによる出場を認める。また、フェスティバルの部においては、加盟部門を越えて 

の合同バンドでの出場も認める。 
 
 
 ４．参加人員は、コンクール部門の小編成にあっては３０名以内、中学校大編成にあっては５０名以内、 

高等学校大編成にあっては５５名以内とする。 
   県独自の部門については、特に人数制限を定めない。 
   いずれの部門も指揮者はこの人数に含まれない。また課題曲、自由曲は同一メンバーが演奏しなければな 
   らない。但し、楽器の持ち替えは認める。なお、同一奏者が２つ以上の団体に重複して出場すること 

は認めない。但し、「中学校・高等学校の各部門と一般団体との重複出場」及び、「フェスティ 

バルの部とその他の部門との重複出場」については、この限りではない。 
 
 
 ５．指揮者は課題曲、自由曲とも同一人が指揮をする。指揮者は同一部門の２団体以上を指揮することはでき 
    ない。指揮者はその団体の常任指揮者とする。 
 
 
 ６．本年度の課題曲、自由曲は次の通りとする。 
    ア．課題曲：中学校小編成、中学校大編成、高等学校小編成、高校大編成は次の５曲より１曲を選ぶ。 
         （新）（Ａ）ウェルカム・マーチ  … 作曲：Ｈ.ベネット   編曲：Ｌ.クラーク 
          （新）（Ｂ）行進曲「空のエース」 … 作曲：Ｋ.キング    編曲：Ｊ.ｽｳｪｱﾘﾝｼﾞｪﾝ 
                  （Ｃ）エル・キャピタン       … 作曲：Ｊ.Ｐ.スーザ    編曲：Ｋ.ﾌﾞﾗｲｵﾝ L.ｼｯｾﾙ 

（Ｄ）ハイデックスブルク万歳！… 作曲：R.ヘルツァー   編曲：W.ヴェスナー 
                  （Ｅ）行進曲「銀嶺」        … 作曲：兼田 敏 
 
    イ．自由曲：国内で演奏を許可された曲の中から参加団体が任意に選択した１曲。但し組曲は１曲と 
      みなす。著作権の存在する楽曲を編曲して自由曲とする場合は、その編曲に基づく演奏の許諾を 
      得なければならない。（ここで指す「編曲」とは、おもに、本来楽譜にない和音を新たに追加したり、 
      別の楽譜を加えて演奏したりすることを指します。不明な点は事務局へご連絡ください。） 

      また、自由曲として、今年度の朝日コンクール課題曲を演奏することは認めない。  
    ※県独自部門（フェスティバルの部を除く）については、自由曲のみ（曲数は自由）を審査の対象とする。 
    ※フェスティバルの部については、自由曲のみ（曲数は自由）とし、審査の対象としないが、この部門に

限り、教員や指導者等が演奏に参加することを認める。 
 

           
 ７．演奏時間は、県独自の部（フェスティバルの部を含む）は自由曲１２分以内、小編成の部、大編成の部 
   は課題曲・自由曲合わせて１２分以内とする。演奏は課題曲、自由曲の順に演奏する。演奏が制限時間 
   を超過した場合は失格とする。 
 
 
 ８．楽器編成は木管、金管、打楽器（擬音楽器を含む）とするが、コントラバス、ピアノは使用を認める。 
   電子楽器はエレキベースのみ可とする。 

   但し、フェスティバルの部においては、特に楽器編成の制約を設けない。 
 

  
 ９．演奏順は当日までに各部門別抽選により決定する。 
 
 



 

 

１０．審査は課題曲１０点、自由曲１０点とする。 
 
 
１１．審査員は吹奏楽に深い理解と経験を有する識者３名以上で構成する。 
 
 
１２．各部門における表彰は、金賞、銀賞、銅賞の各賞とし、審査員の判断で、特に印象に残った団体には副賞 
    としてハートフル賞を与える。 

また、中学・高等学校の小編成・大編成部門に出場した団体のうち、各部門の一位の団体には、「滋賀県教
育委員会教育長賞」を授与する。 

 

    
１３．中学・高等学校の小編成・大編成部門に出場した団体のうち、県代表としてふさわしい力量を有する団体 
   を本大会出場資格団体として推薦する。 
 
 
１４．本大会に出場した団体は、県大会と同じ課題曲・自由曲を演奏することとする。 
 
 
１５．２年連続県代表となった団体は、翌年は特別演奏のみに出場できる。 
 

 

 

 
 
 


